
議案第２７号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記の事項について専決処分した

ので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

   令和８年６月８日提出 

 

白石町長 田 島 健 一 

 

記 

 

 白石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 



専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、白石町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

白石町長 田 島 健 一 

 

 



白石町条例第１２号 

 

白石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

白石町国民健康保険税条例（平成１７年白石町条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「「介護納付金」という。）」

の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ど

も・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」

を加え、同項に次の１号を加える。 

（４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「属

する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属す

る１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算

後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

第５条第１号中「第７条の２」の次に「、第９条の６」を加える。 

第９条の２の次に次の４条を加える。 



（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０．２１を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，２０

０円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９００円 

（２） 特定世帯 ４５０円 

（３） 特定継続世帯 ６７５円 

第２３条第１項中「６６万円」を「６７万円」に、「）並びに」を「）、」に改

め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課

税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円

を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ８４０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ７０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別



平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６３０円 

 （イ） 特定世帯 ３１５円 

 （ウ） 特定継続世帯 ４７３円 

第２３条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号に

次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ６００円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ５０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４５０円 

 （イ） 特定世帯 ２２５円 

 （ウ） 特定継続世帯 ３３８円 

第２３条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次のように

加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ２４０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ２０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １８０円 

 （イ） 特定世帯 ９０円 



 （ウ） 特定継続世帯 １３５円 

第２３条第２項中「又は」を「、」に改め、「第７条」の次に「及び第９条の４」

を加え、同条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険

者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第

２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額 当該出産被保険者につき第９条の３の規定により算定した所得割額

の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の４の規定により算定した

被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５の規定によ

り算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

第２３条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

第２６条第２項中「第１項」を「前項」に改める。 



附則第５項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を「第

２３条第１項」に改める。 

附則第６項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を「第

２３条第１項」に改める。 

附則第８項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を「第

２３条第１項」に改める。 

附則第９項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を「第

２３条第１項」に改める。 

附則第１０項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を

「第２３条第１項」に改める。 

附則第１１項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を

「第２３条第１項」に改める。 

附則第１２項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条」を「第

２３条第１項」に改める。 

附則第１３項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条」を「第

２３条第１項」に改める。 

附則第１４項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を

「第２３条第１項」に改める。 

附則第１５項中「、第８条」の次に「、第９条の３」を加え、「第２３条中」を

「第２３条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の白石町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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白石町国民健康保険税条例（平成17年白石町条例第53号）新旧対照表 

現行 改正案 

（課税額） （課税額） 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げ

る額の合算額とする。 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げ

る額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保

険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後

期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成9年法律第123

号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」とい

う。）                                                       

                                                            

                         の納付に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保

険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後

期高齢者支援金等」という。）、  介護保険法（平成9年法律第123

号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」とい

う。）及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定に

よる子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子

育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 (4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関

する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税

の課税額をいう。以下同じ。） 
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2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主（前条第2項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が66万円を超える場合においては、基礎課税額は、66

万円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主（前条第2項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が67万円を超える場合においては、基礎課税額は、67

万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第2項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する              被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、後

期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第2項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、後

期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

4 （略） 4 （略） 

 5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第2

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（地方税法（昭和25

年法律第226号。以下「法」という。）第703条の4第30項に規定する

18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保

険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が3万円を超

える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円と

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の

2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2

項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る法                                                 第314条

の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条

第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合
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（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の9.55を乗

じて算定する。 

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の9.55

を乗じて算定する。 

2 （略） 2 （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） 

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第6条第8号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の

属する月（以下この号において「特定月」という。）以後5年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。次号、第7条の2          及び第23条におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月

の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの（当該

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第3号、第7条

の2          及び第23条において同じ。）以外の世帯 34,100円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第6条第8号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の

属する月（以下この号において「特定月」という。）以後5年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。次号、第7条の2、第9条の6及び第23条におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月

の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの（当該

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第3号、第7条

の2、第9条の6及び第23条において同じ。）以外の世帯 34,100円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額） 

第9条の3 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100

分の0.21を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額） 
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第9条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,

200円とする。 

 （18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額） 

第9条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険

者1人について100円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額） 

第9条の6 第2条第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 900円 

(2) 特定世帯 450円 

(3) 特定継続世帯 675円 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万

円を超える場合には、66万円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が26万円を超える場合には、26万円）並びに同条第4項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が17万円を超える場合には、17万円）                  

                                                              

                                                              

   の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が67万

円を超える場合には、67万円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が26万円を超える場合には、26万円）、    同条第4項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が17万円を超える場合には、17万円）並びに同条第5項本

文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万

円）の合算額とする。 
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(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前

年中に同項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第

33号）第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第1項に規定する給与等

の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号にお

いて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳

以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える

者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が2以上の

場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る

納税義務者 

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前

年中に同項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第

33号）第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第1項に規定する給与等

の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号にお

いて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳

以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える

者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が2以上の

場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る

納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 18,13

0円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 18,13

0円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 23,870円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 23,870円 

(イ) 特定世帯 11,935円 (イ) 特定世帯 11,935円 
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(ウ) 特定継続世帯 17,903円 (ウ) 特定継続世帯 17,903円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除

く。） 1人について 5,180円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除

く。） 1人について 5,180円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,860円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,860円 

(イ) 特定世帯 3,430円 (イ) 特定世帯 3,430円 

(ウ) 特定継続世帯 5,145円 (ウ) 特定継続世帯 5,145円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人に

ついて 6,930円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人に

ついて 6,930円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て 3,640円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て 3,640円 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主

を除く。） 1人について 840円 

 ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第1条第2項に規定

する世帯主を除く。） 1人について 70円 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 630円 

  (イ) 特定世帯 315円 
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  (ウ) 特定継続世帯 473円 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき30万5,000円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき31万円     を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 12,95

0円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 12,95

0円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 17,050円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 17,050円 

(イ) 特定世帯 8,525円 (イ) 特定世帯 8,525円 

(ウ) 特定継続世帯 12,788円 (ウ) 特定継続世帯 12,788円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除

く。） 1人について3,700円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除

く。） 1人について3,700円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,900円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,900円 

(イ) 特定世帯 2,450円 (イ) 特定世帯 2,450円 

(ウ) 特定継続世帯 3,675円 (ウ) 特定継続世帯 3,675円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金 オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金
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課税被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人に

ついて 4,950円 

課税被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人に

ついて 4,950円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て 2,600円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て 2,600円 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主

を除く。） 1人について 600円 

 ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第1条第2項に規定

する世帯主を除く。） 1人について 50円 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 450円 

  (イ) 特定世帯 225円 

  (ウ) 特定継続世帯 338円 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前2号に該当する者を除く。） 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき57万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前2号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 5,180

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 5,180
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円 円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,820円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,820円 

(イ) 特定世帯 3,410円 (イ) 特定世帯 3,410円 

(ウ) 特定継続世帯 5,115円 (ウ) 特定継続世帯 5,115円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除

く。） 1人について 1,480円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除

く。） 1人について 1,480円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,960円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,960円 

(イ) 特定世帯 980円 (イ) 特定世帯 980円 

(ウ) 特定継続世帯 1,470円 (ウ) 特定継続世帯 1,470円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人に

ついて 1,980円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人に

ついて 1,980円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て 1,040円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て 1,040円 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第1条第2項に規定する世帯主

を除く。） 1人について 240円 

 ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第1条第2項に規定



10/18 

する世帯主を除く。） 1人について 20円 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 180円 

  (イ) 特定世帯 90円 

  (ウ) 特定継続世帯 135円 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後

の最初の3月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の被保険者均等割

額は、第4条又は第7条            の被保険者均等割額に、それぞれ、

10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において、前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額とする。 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後

の最初の3月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の被保険者均等割

額は、第4条、  第7条及び第9条の4の被保険者均等割額に、それぞれ、

10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において、前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額とする。 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第

4項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属

する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び  被保

険者均等割額                            （第1項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額                            ）は、当該所得割額及び  被保険者

均等割額                            から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第

4項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属

する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額並びに被保

険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額（第1項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額及び18歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割額並びに被保険者

均等割額及び18歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分

の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分

の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則
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第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属す

る月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、

3月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」

という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属す

る月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、

3月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」

という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

 (7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の3の規定により

算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の4の規

定により算定した被保険者均等割額（第1項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

 (9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条

の5の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額（第1項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の18歳

以上被保険者均等割額）の12分の1の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後

の最初の3月31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」と

いう。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯



12/18 

に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前3項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該

被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第26条 （略） 第26条 （略） 

2 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して町長に提出しなければならない。 

2 前項 の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して町長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

3 （略） 3 （略） 

附 則 附 則 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合

における第3条、第6条、第8条          及び第23条の規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、第23条中   「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。 

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合

における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、第23条第1項「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条          及び第23条の規定の適用について

は、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4

第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1

項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項

に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以

下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計

額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第23条中   「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と

する。 

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用について

は、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4

第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1

項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項

に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以

下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計

額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第23条第1項「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と

する。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第3条、第6条、第8条          及び第23

条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23

条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは
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「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中   「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条          及び第2

3条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中   「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第2

3条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は

雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条          及び第2

3条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第23条中   「及び山林所得金額」

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は

雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第2

3条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項「及び山林所得金額」
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とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を

有する場合における第3条、第6条、第8条          及び第23条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条

の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、第23条中   「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を

有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条

の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、第23条第1項「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8条第2項に

規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子

等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3

条、第6条、第8条          及び第23条     の規定の適用について

は、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるの

は「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8条第2

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8条第2項に

規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子

等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3

条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条第1項の規定の適用について

は、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるの

は「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8条第2
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項（同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第23条     におい

て「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第314条の2第2

項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」

と、第23条     中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額」とする。 

項（同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第23条第1項におい

て「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第314条の2第2

項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」

と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、

同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に

規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第3条、第6条、第8条          及び第23条     の規

定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条

第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項（同法

第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用配当等の額（以下この条及び第23条     において「特

例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の2第2項」と、

「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用配当等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23

条     中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額」とする。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、

同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に

規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条第1項の規

定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条

第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項（同法

第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用配当等の額（以下この条及び第23条第1項において「特

例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の2第2項」と、

「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用配当等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23

条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用配当等の額」とする。 
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（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第3条の2の2第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第3条、第6条、第8条          及び第23条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第3条の2

の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2

第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する

条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条中   

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と

する。 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第3条の2の2第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第3条の2

の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2

第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する

条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第3条、第6条、第8条          及び第23条の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2
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項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用

配当等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の

2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条中   「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用

配当等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の

2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

 



議案第２８号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記の事項について専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和８年６月８日提出 

 

 

白石町長 田 島 健 一    

 

記 

 

令和７年度白石町一般会計補正予算（第１１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７

年度白石町一般会計補正予算（第１１号）を、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月１７日 

 

白石町長 田 島 健 一    

 



未
令 和 ７ 年 度

白 石 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （第 １1 号）

佐賀県杵島郡白石町
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令和７年度白石町一般会計補正予算（第１１号） 

 

令和７年度白石町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７２，７６０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２２，１４０，７３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

 

令和８年３月１７日専決 

 

白石町長 田 島  健 一    

   



1 5

3 308 31,041

9

19 寄附金 1,06

3

2,580 1,000

,

1,063,580

8

1 寄附金 1,062,

6
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797,007 1,0

6

00 2,798,00

0

7

1 教育総務費 31



一　　般　　会　　計

予 算 に 関 す る 説 明 書
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 1 地方交付税 5,593,862 171,45
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議案第２９号 

 

令和８年度交通安全対策事業町道太原本線道路改良２号工事請負契約について 

 

令和８年度 交通安全対策事業 町道太原本線道路改良２号工事請負契約を下記の

とおり締結したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  令和８年度 交通安全対策事業 

          町道太原本線道路改良２号工事 

２ 工 事 場 所  佐賀県杵島郡白石町大字遠江地内 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 契 約 金 額  ６８，７５０，０００円 

５ 契約の相手方  佐賀県杵島郡白石町大字馬洗 2303 番地 3 

          株式会社機動開発 

代表取締役 大内 義弘 

 

 

令和８年６月８日提出 

 

白石町長  田 島 健 一 

 

 

提案理由 

白石町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７

年白石町条例第４７号）第２条の規定により、議会の議決が必要である。 

 

 



Administrator
テキストボックス
落札率99.01%



議案第３０号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 取得する財産  学習用端末（ Chromebook ）１，６０３台 

２ 取 得 の 方 法  随意契約（佐賀県共同調達 公募型プロポーザル） 

３ 取 得 価 格  ９８，７３４，９００円 

４ 取得の相手方  佐賀県佐賀市鍋島町大字森田９０２番地 

株式会社学映システム 

代表取締役 岡村 祐臣 

 

令和８年６月８日提出 

白石町長 田 島 健 一 

 

提案理由 

白石町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

７年白石町条例第４７号）第３条の規定により、議会の議決が必要である。 



30287
テキストボックス
落札率 100.00％



議案第３１号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 取得する財産  給食運搬車両 １台 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

３ 取 得 価 格  １１，２５０，５２０円 

４ 取得の相手方  佐賀県杵島郡白石町大字福富３５０８番地１ 

有限会社辻田自動車 

代表取締役 辻田 慎一郎 

 

令和８年６月８日提出 

白石町長 田 島 健 一 

 

提案理由 

白石町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

７年白石町条例第４７号）第３条の規定により、議会の議決が必要である。 



落札率　90.09％



議案第３２号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 取得する財産  スポーツトラクタ １台 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

３ 取 得 価 格  ６，８９７，０００円 

４ 契約の相手方  佐賀県杵島郡白石町大字戸ヶ里１９０９番地 

ヤンマーアグリジャパン株式会社白石支店 

          支店長 山﨑 義治 

 

令和８年６月８日提出 

白石町長 田 島 健 一 

 

提案理由 

白石町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

７年白石町条例第４７号）第３条の規定により、議会の議決が必要である。 





未
令 和 ８ 年 度

白 石 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （第 １ 号）

佐賀県杵島郡白石町
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議案第７１号 

 

令和８年度白石町一般会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度白石町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３７，９９１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１８，２８３，９９１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

令和８年６月８日提出 

 

白石町長 田 島  健 一    



1 9

1,776 35,90

3

7 1,177,683

0

3 県委託金 69,1

,

90 400 69,59

3

0

18 寄附金 1,0

4

01,660 1,00

9

0 1,002,660

1

1 寄附金 1,001

3

,660 1,000 1

,

,002,660

1

5 8

9 繰入金 1,992,

7

608 56,393 2

5

,049,001

2

1

基金繰入金 1,982

,

,966 56,393

9

2,039,359

4

21 諸収入 273,3

4

39 33,816 30

,

7,155

5 雑入 1

2

21,069 33,8

国 2

16 154,885

4

22 町債 2,230,300 △3,400 2

2

,226,900

1

国

町債 2,230,30

庫

0 △3,400 2,2

補

26,900

助金 5

庫

76,257 13,8

支

75

歳　　入

5

　　合　　計 18,1

9

46,000 137,

0

991 18,283,

,

991

第 １ 表　　

1

歳 入 歳 出 予 

3

算 補 正
歳　入

2

款 項 補正前の額 補　正　額 計

（

出

1

単位：千円）

- 2 

6

-

県支出金 1,98

金

4,730 36,30

1

7 2,021,037

,

2 県補助金 1,14



1 4

3 民生費 4,831

1

,378 19,691

0

4,851,069

1

2 児童福祉費 2,01

2

5,910 19,69

3

1 2,035,601

,

6 農林水産業費 1,

8

801,170 27,

4

357 1,828,5

1

27

1 農業費 1,6

議

26,403 27,3

1

57 1,653,76

議

0

9 消防費 458,

会

551 36,004 4

費

94,555

1 消防

1

費 458,551 36

2

,004 494,55

3

5

10 教育費 3,2

,

74,569 4,97

8

6 3,279,545

会

4

1 教育総務費 590

1

,324 2,976 5

0

93,300

5 社会

1

教育費 555,681

2

1,000 556,6

3

81

6 保健体育費 8

,

6,232 1,000

8

87,232

41

費

2 総務費 3,215

1

,898

歳　　出　　合　

4

　計 18,146,0

9

00 137,991 1

,

8,283,991

歳

9

　出

6

款 項 補正前の額 補　正

3

　額 計

（単位：千円）

2

3

- 3 -

,265,861

3

1 総務管理費 2,93

,

9,096 49,96

8

3 2,989,059
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 　１　　変　　　更　　 （単位：千円）

起債の方法 起債の方法 利率 償還の方法

38,800農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 18,900 同左 同左 同左

デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 86,000 56,700

償還の方法 限度額

過 疎 対 策 事 業 2,115,500

１
普通貸借
証書又は
証券借入

２
政府銀行
金融機関
等から借入

  5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　借入先の融資条
件による。
　ただし、町財政
の都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、若し
くは繰上償還又は
低利に借換えする
ことができる。

2,121,500

起　　債　　の　　目　　的
補　　正　　前 補　　正　　後

限度額 利率

第２表　地方債補正
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予 算 に 関 す る 説 明 書
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 3 衛生費国庫補助金 23,084 642 23,726  2 保健衛生費補助金 642

節

地域診療情報連携推進

目

費補助金

合　　　

位

補

　計 576,257 1

正

3,875 590,1

前

32

(款) 16 県支出

の

金 (項)  2 県補助金

額

 1 総務費県補助金

補

11,628 24,7

 

50 36,378  1

正

総務費補助金 24,7

 

50 佐賀県SSPア

額

スリート寮整備支援事

：

計

業費補助金 16,50

説

0

佐賀県SSPトップ

　

アスリート育成好循環

　

創出事業 8,250

費

　

補助金

 4 農林水産

　

業費県補助金 904,

　

660 5,157 90

　

9,817  2 農業振

　

興費補助金 5,157

　

地域農業構造転換支

千

明

援事業費補助金

 7

区

教育費県補助金 70,

　

195 6,000 76

分

,195  1 学校教育

金

費補助金 6,000

　

部活動の地域展開等推

額

進事業費補助金

合

２

　　　　計 1,141

　

,776 35,907

歳

1,177,683

(

円

　

款) 16 県支出金 (項

入

)  3 県委託金

 4

-

教育費県委託金 396

 

400 796  1 社会

7

教育費委託金 400

 

教育研究指定校事業委

-

託金

合　　　　計

(

69,190 400 6

款

9,590

(款) 18

)

寄附金 (項)  1 寄附

）1

金

 1 指定寄附金 1

5

,001,660 1,

国

000 1,002,6

庫

60 98 指定寄附金 1

支

,000 図書館指定

出

寄附金

合　　　　

金

計 1,001,660

(

1,000 1,002

項

,660

(款) 19 繰

)

入金 (項)  2 基金繰

 

入金

 1 財政調整積

2

立基金繰入金 609,

国

000 3,593 61

庫

2,593  1 財政調

補

整積立基金 3,593

助

財政調整積立基金繰

金

入金

繰入金

 8 振興基金繰入金 22,00

 

0 52,800 74,

2

800  1 振興基金繰

民

入金 52,800 振

生

興基金繰入金

合　

費

　　　計 1,982,

国

966 56,393 2

庫

,039,359

(款

補

) 21 諸収入 (項)  

助

5 雑入

 5 雑入 10

金

5,145 33,81

2

6 138,961  1

7

総務課雑入 32,31

7

6 消防団員等公務災

,

害等共済基金収入

964 13,23



（単

地域展開重点事業）

合　　　　計 121,069 33,816 154,885

(款) 22 町債 (項)  1 町債

 1 過疎対策事業債 2,115,500 6,000 2,121

節

,500  1 過疎対策

目

事業債 6,000 過

位

補

疎対策事業債

 2 農

正

林水産業債 18,90

前

0 19,900 38,

の

800  1 農業水利施

額

設整備 19,900

補

公共事業等債

事業債

 

 3 教育債 86,00

正

0 △29,300 56

 

,700  1 デジタル

額

活用推進 △29,30

：

計

0 デジタル活用推進

説

事業債

事業債

合　

　

　　　計 2,230,

　

300 △3,400 2

　

,226,900

　　　　　

千

明
区　分 金　額

- 8

円

 -

(款) 21 諸収入 ）(項)  5 雑入

12 学校教育課雑入 1,500 スポーツ活動等普及奨励助成金（部活動



（単

３　歳　出

- 9 -

(款)  1 議会費 (項)  1 議会費

 1 議会費 123,841 0 123,841 0

10 需用費 △561

17 備品購入費 561

議会事務局費 00

　10需用費 △561

議場修繕費 △561

　

位

17備品購入費 561

議場椅子購入費 561

合　計 123,8

補

41 0 123,841

　

0

(款)  2 総務費 (

正

項)  1 総務管理費

　

 5 財産管理費 31

額

3,939 8,250

　

322,189 8,2

の

50 0

24 積立金 8

：

　

,250 財政基金管理

財

費 8,2508

　

,250 0

(県)佐賀

源

県SSPトップ 8,2

　

50

    アスリー

内

ト育成好循

    環

　

創出事業費補助金

　2

訳

4積立金 8,250

減

節

債基金積立金 8,25

目

0

 7 企画総務費

千

補

102,588 1,6

正

63 104,251 6

前

42 1,021

18

の

負担金、補 1,663

額

助及び交付

金

広域行政

補

費 1,6636

 

42 1,021

(国)

正

地域診療情報連携推 6

 

42

    進費補助

額

金

　18負担金、補助

円

　

及び交付金 1,663

　

杵藤地区広域市町村圏

計

組合負担金 1,663

　

 8 地域づくり 1

　

,680,880 40

特

,050 1,720,

 

930 16,500 2

 

3,500 50

推進費

定

 7 報償費 40

1

 

1 役務費 10

14 工

）

 

事請負費 7,000

財

18 負担金、補 33,

 

000

助及び交付

金

地

 

域づくり推進費 5

源

050

　 7報償費

説

40

台湾交流事業　謝

　

礼及び謝金 40

　11

　

役務費 10

台湾交流事

　

業　施設予約手数料 1

　

0

地域創造型アスリー

　

ト支援プロジェ 33

　

,000

クト1

　

6,500 16,50

　

0 0

(県)佐賀県SS

明

Pアスリ 16,500

一

    ート寮整備支

般

援事業

    費補助

財

金

(繰)振興基金繰入

源

金 16,500

　18

区

負担金、補助及び交付

　

金 33,000

アスリ

分

ート寮整備事業費補助

金

金 33,000

道の駅

　

しろいし推進事業費

額

7,0007,0

国

00 0

(繰)振興基金

県

繰入金 7,000 　1

支

4工事請負費 7,00

出

0

道の駅しろいしバッ

金

クヤード下屋工事 7,

地

000

 方 債 そ の 他



（単

- 10 -

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

合　計 2,939,096 49,963 2,989,059 25,392 23,500 1,071

(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費

 3 母子等福祉 7,5

位

90 379 7,969 379

費 22 償還金利子 379

及び割引料

補

ひとり親家庭等医療助

　

成費 37937

正

9

　22償還金利子及

　

び割引料 379

過年度

額

ひとり親家庭等医療費

　

助成事業 379

返還金

の

 4 児童福祉施 1

：

　

,313,290 19

財

,248 1,332,

　

538 13,233 6

源

,000 15

設費 1

　

8 負担金、補 19,2

内

48

助及び交付

金

認定

　

こども園費 19,2

訳

4813,233

節

6,000 15

(国)

目

就学前教育・保育施 1

千

補

3,233

    設

正

整備交付金

(町)過疎

前

対策事業債 6,000

の

　18負担金、補助及

額

び交付金 19,248

補

保育所等施設整備費補

 

助金 19,248

(六

正

角保育園)

 5 子

 

ども・子 131,35

額

5 64 131,419

円

　

64

育て支援事

業費

　

13 使用料及び 64

賃

計

借料

学童保育事業費

　

6464

　13使

　

用料及び賃借料 64

A

特

EDリース料 64

 

合　計 2,015,9

 

10 19,691 2,

定

035,601 13,

 

233 6,000 45

）

 

8

(款)  6 農林水産

財

業費 (項)  1 農業費

 

 3 農業振興費 4

 

04,637 5,15

源

7 409,794 5,

説

157 0

18 負担金

　

、補 5,157

助及び

　

交付

金

地域農業構造転

　

換支援事業 5,15

　

75,157 0

(

　

県)地域農業構造転換

　

支 5,157

    

　

援事業費補助金

　18

　

負担金、補助及び交付

明

金 5,157

白石町地

一

域農業構造転換支援事

般

業費補 5,157

助金

財

 7 農地費 702

源

,407 22,200

区

724,607 19,

　

900 2,300

1

分

8 負担金、補 22,2

金

00

助及び交付

金

クリ

　

ーク防災機能保全対策

額

事業費 22,20

国

019,900 2,

県

300

(町)公共事業

支

等債 19,900 　1

出

8負担金、補助及び交

金

付金 22,200

クリ

地

ーク防災機能保全対策

 

事業費負担 22,20

方

0

金

合　計 1,6

 

26,403 27,3

債

57 1,653,76

そ

0 5,157 19,9

 

00 2,300

の 他



（単
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(款)  9 消防費 (項)  1 消防費

 2 非常備消防 82,582 32,585 115,167 32,316 269

費  7 報償費 32,585 非常備消防費 32,58532,316 269

(諸)消防

位

団員等公務災害 32,316

    等共済基金収入

　 7報償費

補

32,585

消防団員

　

退職報償金 32,58

正

5

 3 消防施設費

　

10,846 3,41

額

9 14,265 3,4

　

19

14 工事請負費

の

1,300

16 公有

：

　

財産購 2,119

入費

財

消防施設整備費 3,

　

4193,419

源

　14工事請負費 1,

　

300

防火水槽敷地内

内

整地工事 1,300

　

　

16公有財産購入費 2

訳

,119

防火水槽敷地

節

用地取得費 2,119

目

合　計 458,5

千

補

51 36,004 49

正

4,555 32,31

前

6 3,688

(款) 1

の

0 教育費 (項)  1 教

額

育総務費

 3 教育

補

振興費 416,165

 

2,976 419,1

正

41 6,400 △29

 

,300 30,800

額

△4,924

 7 報

円

　

償費 40

 8 旅費 2

　

47

13 使用料及び

計

149

賃借料

14 工

　

事請負費 800

17

　

備品購入費 1,740

特

校内教育支援センター

 

学校生活支援 27

 

事業27

　 8旅

定

費 27

費用弁償 27

学

 

校ICT教育推進費

）

 

△29,300 29

財

,300 0

(繰)振興

 

基金繰入金 29,30

 

0

(町)デジタル活用

源

推進事 △29,300

説

    業債

財源更正

　

部活動新たな環境づく

　

り事業 2,549

　

6,000 1,50

　

0 △4,951

(県)

　

部活動の地域展開等 6

　

,000

    推進

　

事業費補助金

(諸)ス

　

ポーツ活動等普及 1,

明

500

    奨励助

一

成金（部活動

    

般

地域展開重点事業）

　

財

13使用料及び賃借料

源

149

スマートキーボ

区

ックス使用料 149

　

　

14工事請負費 800

分

スマートキーボックス

金

設置工事費 800

　1

　

7備品購入費 1,60

額

0

スポットクーラー購

国

入費 1,600

チーム

県

担任制研究指定校事

支

業 200200 0

出

(県)教育研究指定校

金

事業 200

    委

地

託金

　 7報償費 40

 

有識者指導講師謝金 4

方

0

　 8旅費 150

 債 そ の 他



（単
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(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費

有識者来町指導時交通費 50

先進地研修旅費 100

　17備品購入費 10

書籍購入費 10

教育ＤＸプロジェクト推進研究指定 200

校事業200 0

(県)教育研

位

究指定校事業 200

    委託金

　 8旅費 70

先進地視察旅費

補

70

　17備品購入費

　

130

書籍購入費 10

正

授業環境整備用備品 1

　

20

合　計 590

額

,324 2,976 5

　

93,300 6,40

の

0 △29,300 30

：

　

,800 △4,924

財

(款) 10 教育費 (項

　

)  5 社会教育費

源

 5 社会教育施 109

　

,361 1,000 1

内

10,361 1,00

　

0 0

設費 17 備品購

訳

入費 1,000 ゆうあ

節

い図書館運営費 1,

目

0001,000

千

補

0

(寄)図書館指定寄

正

附金 1,000 　17

前

備品購入費 1,000

の

図書館備品購入費 1,

額

000

合　計 55

補

5,681 1,000

 

556,681 1,0

正

00 0

(款) 10 教育

 

費 (項)  6 保健体育

額

費

 2 体育施設費

円

　

38,991 1,00

　

0 39,991 1,0

計

00

10 需用費 1,

　

000 福富体育施設管

　

理費 1,000

特

1,000

　10需用

 

費 1,000

修繕料 1

 

,000

合　計 8

定

6,232 1,000

 

87,232 1,00

）

 

0

財  源 説　　　　　　　　明
一般財源 区　分 金　額

国県支出金 地 方 債 そ の 他



　　　　　　（単位：千円）

5,913,240 6,376,611 2,808,200 1,027,219 8,157,592

(1) 総　　務　　債 0 220,000 0 28,833 191,167

(2) 民　　生　　債 0 0 0 0 0

(3) 衛　　生　　債 706,531 570,149 71,800 135,156 506,793

(4) 農 林 水 産 債 553,445 463,054 63,100 93,552 432,602

(5) 土　　木　　債 451,827 532,790 53,300 68,451 517,639

(6) 住　　宅　　債 0 0 0 0 0

(7) 教　　育　　債 0 0 56,700 0 56,700

(8) 消    防    債 200,909 201,544 0 30,235 171,309

(9) 過　　疎　　債 4,000,528 4,389,074 2,563,300 670,992 6,281,382

3,251,241 2,849,941 0 373,374 2,476,567

2,423 527 0 527 0

0 0 0 0 0

4,594,152 4,079,680 0 576,017 3,503,663

36,083 30,074 0 6,011 24,063

10,741 8,951 0 1,790 7,161

13,807,880 13,345,784 2,808,200 1,984,938 14,169,046

10,556,639 10,495,843 2,808,200 1,611,564 11,692,479

　４．　臨 時 税 収 補 塡 債

　５．　合 併 特 例 債

　６．　災 害 復 旧 債

　７．　減 収 補 填 債

合　　　計

２．臨時財政対策債を除いた合計（再掲）

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中 元 金
償 還 見 込 額

　１．　普　　　通　　　債

　２．　臨 時 財 政 対 策 債

　３．　減 税 補 塡 債

地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高
並 び に 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

区　　　分
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込
当該年度末現在高
見 込 額

- 13 -



令和 ８ 年度

白石町６月補正予算説明資料

主要事項内容説明書



《　一般会計予算　主要事項説明　》

【総合戦略課】

・ ・ ・ ・ 1

【こども課】

・ ・ ・ ・ 2

【農業振興課】

【新】 ・ ・ ・ ・ 3

【商工観光課】

・ ・ ・ ・ 4

【農村整備課】

・ ・ ・ ・ 5

【新しい学校づくり課】

部活動新たな環境づくり事業 ・ ・ ・ ・ 6

クリーク防災機能保全対策事業費

道の駅しろいし推進事業費

認定こども園費（六角保育園施設整備費補助金）

地域農業構造転換支援事業

各 課 の 主 要 事 項 説 明

目　　　　　　　次

地域創造型アスリート支援プロジェクト



単位：千円

その他の財源 振興基金繰入金

　【 参考 】別途今回6月補正の歳入 
●アスリート寮整備事業費補助金

・事業実施主体：　株式会社Dragoing Sports ●合宿所整備（当初計上55,000千円）
・場所：　旧佐賀銀行福富支店　株式会社Dragoing Sports所有

・補助対象経費：　実施設計（建築確認申請含）、工事監理業務委託等、アスリート寮改修工事
※SSPアスリート寮整備支援事業費補助金1/2以内　（佐賀県補正予算対応予定）

若年層の地域への流入と将来的な定住につながる人口対策、スポーツを通じた地域活力の向上、交流人口・関係人口の増加、地域経済への波及に繋がる。

４　事業の効果

18. 負担金、補助
     及び交付金

33,000 補助金 アスリート寮整備事業費補助金 33,000,000円

合　　計 33,000

２　事業内容

※SSPトップアスリート育成好循
環創出事業費補助金 8,250千円
（佐賀県補正予算対応）
実質負担額の1/2以内を補助

県：8,250千円⇒町（基金積立へ）

３　予算額

節 予算額 細節 内容説明

（人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 取組1 スポーツ・健康増進のまちづくりの推進

１　目的
全国から合宿に参加する競技者を受け入れ地域交流の場としても活用できる合宿施設の整備と併せて、専門的に競技に取り組む学生がスポーツ留学できる
寮の整備事業を支援することで、スポーツ振興を軸にした地域経済活性化、住民との社会的交流促進、全国的な認知度向上、スポーツ文化の育成や地域発展
を図る。

施策26 スポーツ・レクリエーションの振興

本年度当初 55,000 現計予算 55,000
第４次白石町総合計画 基本目標4 個性豊かな人と文化を育むまち【教育文化の向上】

16,500 16,500 0 継　続
予 算 額 33,000

国庫 県費 地方債 その他 一般財源 9

所属
総合戦略課

目   名   称 地域づくり推進費
重点プロジェクト係

財 源 内 訳 予算書頁

過疎計画 有

款 '02 項 '01 目 '08
細事業名 地域創造型アスリート支援プロジェクト

区分 令和８年度　６月補正 会計 一般会計 総合戦略 有

- 1 -



- 2 -
単位：千円

地方債の財源 過疎対策事業債

・ 国の交付基準額（単価）の改正及び事業内容の修正による増額補正。

・国の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に基づく負担割合： 国5.5/10、町1/4、事業者1/5

保育環境の改善により、安心・安全な保育を実施することができる。

４　事業の効果

19,248,000円

合　　計 300,506 19,248 319,754

18.負担金、補助及び交付金 300,506 19,248 319,754 補助金 保育所等施設整備費補助金

３　補正予算額

節 現計予算額 補正予算額 補正後予算額 細節 内容説明

差額 0 -24,880 -44,128 19,248 13,233

99,923 有 R8

6,015

変更後 475,951 447,128 127,374 319,754 219,831

当初 475,951 472,008 171,502 300,506 206,598 93,908 有 R7

国費※ 町費

交付基準
額（単価）

年度

取組3 ニーズに応じた子育て支援サービスの充実

１　補正の理由

２　事業変更内容

就学前教育・保育施
設整備交付金総事業
費

令和8年度
国庫補助率
嵩上げの有

無
総事業費
（対象内）

事業者
負担額

（対象内）

白石町
補助額

予算書頁

施策11 子育て支援

本年度当初 300,506 現計予算 300,506
第４次白石町総合計画 基本目標2 健やかで安心できるやさしいまち【保健・福祉の充実】

13,233 6,000 15 継　続

（人と大地がうるおい輝く豊穣のまち）

過疎計画 有

款 '03 項 '02 目 '04
細事業名

認定こども園費
（六角保育園施設整備費補助金）

区分 令和８年度　６月補正 会計 一般会計 総合戦略 有

予 算 額 19,248
国庫 県費 地方債 その他 一般財源 10

所属
こども課

目   名   称 児童福祉施設費
保育支援係

財 源 内 訳



単位：千円

　農業者の急速な減少に対応し、農業生産や地域を維持するためには、新たな食糧・農業・農村基本計画（R7.4.11閣議決定）に基づき、担い手の育成・確保に向けた地域農業の
構造転換を集中的に推し進める必要がある。
　このため、地域の中核となって農地を引き受ける担い手が、経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援する。

○ 地域計画に位置付けられた担い手（認定農業者、認定新規就農者等）

○ 3/10以内（補助上限額：個人1,500万円以内、法人3,000万円以内）

○ 経営面積の4ha以上の拡大

 

農業用機械・施設等の整備を支援することで、担い手への農地集積が進み、意欲と能力のある経営体の確保ができる。

合　　計 5,157

４　事業の効果

３　予算額
節 予算額 細節 内容説明

18.　負担金、補助
　　　及び交付金

5,157 補助金 白石町地域農業構造転換支援事業費補助金 5,157,000 円

5,157 13,752

合　　計 18,909 5,157 13,752

六角 認定農業者（個人） 　コンバイン 1台 5条刈 18,909

１　目的

２　事業内容

施策17 農林業の振興

事業内容 数量 能力等
事業費
（税込）

財源費内訳
県　費 実施主体

対 象 者
補 助 率
成果 目標

地　　区 事業実施主体名

本年度当初 0 現計予算 0
第４次白石町総合計画 基本目標3 活気と魅力のある豊かなまち【産業振興・魅力発信】

5,157 0 新　規

（人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 取組3 農業生産額の向上

予 算 額 5,157
国庫 県費 地方債 その他 一般財源 10

所属
農業振興課

目   名   称 農業振興費
園芸農産係

財 源 内 訳 予算書頁

過疎計画 無

款 '06 項 '01 目 '03
細事業名 地域農業構造転換支援事業

区分 令和８年度　６月補正 会計 一般会計 総合戦略 無

- 3 -



- 4 -
単位：千円

その他の財源 振興基金繰入金

道の駅しろいしバックヤード下屋工事について、今般の資材価格の高騰や労務単価の上昇により事業費が増加したため、
工事費の増額補正を行う。

道の駅しろいしバックヤード下屋工事費の増額補正

道の駅しろいしバックヤード下屋の整備により、雨天時の作業環境が改善され、荷さばき効率の向上、商品品質の保持、並びに作業する方の安全性向上が期待される。

４　事業の効果

合　　計 13,000 7,000 20,000

内容説明
14. 工事請負費 13,000 7,000 20,000 工事請負費 道の駅しろいしバックヤード下屋工事

３　補正予算額
節 現計予算額 補正予算額 補正後予算額 細節

（人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 取組1 町内周遊の促進と地域資源の活用

１　補正の理由

２　事業変更内容

施策21 観光振興

本年度当初 33,383 現計予算 33,383
第４次白石町総合計画 基本目標3 活気と魅力のある豊かなまち【産業振興・魅力発信】

7,000 0 継　続
予 算 額 7,000

国庫 県費 地方債 その他 一般財源 9

所属
商工観光課

目   名   称 地域づくり推進費
観光係

財 源 内 訳 予算書頁

過疎計画 有

款 '02 項 '01 目 '08
細事業名 道の駅しろいし推進事業費

区分 令和８年度　６月補正 会計 一般会計 総合戦略 有



単位：千円

地方債の名称 公共事業等債

令和８年度事業費の増額に伴い、町費負担分（１０％）を増額する。

R8当初事業費　640,000千円（R7国補正430,000千円、R8当初210,000千円） 変更後事業費　862,000千円（R7国補正430,000千円、R8当初210,000千円、
R8増加分222,000千円）

○R8工事対象路線 ○R8工事対象路線
地沈43号（大字新拓地内） L=1,650.0m 地沈43号（大字新拓地内） L=1,640.0m
地沈27号（大字八平地区） L=1,550.0m 地沈27号（大字八平地区） L=1,520.0m
地沈25号（大字福富下分地区） L=1,600.0m 地沈25号（大字福富下分地区） L=1,990.0m

合計 L=4,800.0m 地沈23号（大字福富下分地区） L=1,330.0m

合計 L=6,480.0m

 

当該県営事業の取り組みにより、施設の長寿命化や防災減災対策の早期発現が図れる。

４　事業の効果

合計 21,000 22,200 43,200

内容説明

18.　負担金、補助及
       び交付金

21,000 22,200 43,200 負担金 222,000,000円 × 10％ ＝ 22,200,000円

３　補正予算額

節 現計予算額 補正予算額 補正後予算額 細節

（人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 取組1 流域治水対策の推進

第４次白石町総合計画 基本目標1 ゆとりある快適な住みよいまち　【町の基盤整備】

１　補正の理由

２　事業変更内容

施策5 防災対策の推進

19,900 2,300 継　続
予 算 額 22,200

国庫 県費 地方債 その他 一般財源 10

本年度当初 21,000 現計予算 21,000

所属
農村整備課

目   名   称 農地費
農村管理係

財 源 内 訳 予算書頁

過疎計画 無

款 '06 項 '01 目 '07
細事業名 クリーク防災機能保全対策事業費

区分 令和８年度　６月補正 会計 一般会計 総合戦略 無

- 5 -



- 6 -
単位：千円

その他の財源 スポーツ活動等普及奨励助成金
（部活動地域展開重点事業）

部活動地域展開の推進により、8月以降の休日については原則、全て地域クラブでの活動となり、教職員は参加しない。 ※スポーツ安全協会より助成
体育館の開け閉めは地域クラブで行うこととなるため、スマートキーボックスによる鍵管理を行いたい。
また、夏季活動の熱中症対策としてスポットクーラーを導入したい。

○ スマートキーボックス（10キータイプ）設置　　１台　　対象となる施設：白石中学校体育館、白石社会体育館（白石社会体育館に設置予定）

・QRコードにより鍵を取り出すことが可能
・施設予約システムと連動。利用許可をする際に自動的にQRコードを発行

○ スポットクーラー　２台

 

円
円

部活動地域展開の環境整備を推進することで生徒達の活動の充実が図られる。

４　事業の効果

800,000
17.　備品購入費 0 1,600 1,600 その他備品購入費 スポットクーラー　2台 1,600,000
14．工事請負費 0 800 800 工事請負費 スマートキーボックス設置工事

13．使用料及び賃借
料

600 149 749 その他使用料 スマートキーボックス使用料 148,500 円

計 600 2,549 3,149

３　補正予算額

節 現計予算額 補正予算額 補正後予算額 細節

（人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 取組1 スポーツ・健康増進のまちづくりの推進

内容説明

第４次白石町総合計画 基本目標4 個性豊かな人と文化を育むまち【教育文化の向上】

6,000

１　補正の理由

２　事業変更内容

施策26 スポーツ・レクリエーションの振興

1,500 △ 4,951 継　続
予 算 額 2,549

国庫 県費 地方債 その他 一般財源 11

本年度当初 18,160 現計予算 18,160

所属
新しい学校づくり課

目   名   称 教育振興費
推進係

財 源 内 訳 予算書頁

過疎計画 有

款 '10 項 '01 目 '03
細事業名 部活動新たな環境づくり事業

区分 令和８年度　６月補正 会計 一般会計 総合戦略 有



報告第２号 

公益財団法人白石町文化振興財団に関する報告について 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、同法第２２１条第３項の法人に

ついて、別紙のとおり報告します。 

令和８年６月８日提出 

白石町長 田 島 健 一 
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報告第３号  

 

   令和７年度白石町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に基づき、令和７年度白石町一般会計

予算継続費繰越計算書を別紙のとおり報告します。 

 

令和８年６月８日提出 

 

白石町長 田 島 健 一    



国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

６．
農林水
産業費

３．
水産業
費

漁港整備事業
（住ノ江漁港）

2,220,000,000 336,000,000 93,268,720 429,268,720 370,668,100 58,600,620 58,600,620 2,145,120 36,055,500 20,400,000 0

福富小学校施設
整備費

584,000,000 207,000,000 0 207,000,000 37,647,600 169,352,400 169,352,400 5,834,400 42,518,000 121,000,000 0

白石地域
新設小学校施設
整備費（1期）

2,237,300,000 325,400,000 28,373,000 353,773,000 43,346,600 310,426,400 310,426,400 49,426,400 0 261,000,000 0

5,041,300,000 868,400,000 121,641,720 990,041,720 451,662,300 538,379,420 538,379,420 57,405,920 78,573,500 402,400,000 0

残　　額

予算計上額
前年度逓
次繰越額

計 繰越金

特定財源
翌年度逓
次繰越額

左の財源内訳

合　　　　　計

１０．
教育費

４．
学校施
設整備
費

令和７年度白石町一般会計予算継続費繰越計算書

款 項 事業名
継続費
の総額

令和７年度継続費予算現額

支出済額
及び支出
見 込 額



報告第４号  

 

   令和７年度白石町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、令和７年度白石町一般会計

予算繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告します。 

 

令和８年６月８日提出 

 

白石町長 田 島 健 一    

 

 



国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

しろめしデジタル商品券給付事業 274,640,000 274,640,000 0 255,000,000 19,640,000

広報戦略推進事業 18,198,000 18,198,000 0 18,198,000

３．民生費 ２．児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 6,026,000 5,630,000 0 5,630,000 0

佐賀西部広域水道企業団への出資事業 71,800,000 71,800,000 0 71,800,000 0

水道料金改定対策支援事業 2,500,000 2,490,000 0 2,490,000

新基本計画実装・農業構造転換支援事業 2,377,266,000 2,377,266,000 0 2,377,266,000 0

園芸産地強化・整備支援事業 416,905,000 416,905,000 0 399,697,000 17,208,000

地域農業水利施設ストックマネジメント事業費 44,000,000 44,000,000 0 28,000,000 4,400,000 11,600,000

基盤整備促進事業（水路整備） 83,400,000 83,400,000 0 38,225,000 24,300,000 8,340,000 12,535,000

ため池等整備事業費 2,600,000 2,600,000 0 2,500,000 100,000

７．商工費 １．商工費 観光費（観光イベント補助金） 300,000 300,000 0 300,000

通学路整備事業 74,000,000 73,876,700 0 41,078,731 26,500,000 6,297,969

道路メンテナンス事業 50,000,000 38,000,000 0 19,656,000 9,800,000 8,410,000 134,000

３．河川費 深浦地区排水ポンプ設置工事（満江地区） 46,380,000 46,380,000 0 43,400,000 2,980,000

９．消防費 １．消防費 避難所環境整備事業 9,345,000 9,345,000 0 4,672,000 4,673,000

３．中学校費
遠距離通学者支援事業費（スクールバス購入
費）

15,000,000 15,000,000 0 4,400,000 10,600,000

５．社会教育費 旧有明公民館跡地整備事業 4,500,000 4,500,000 0 3,100,000 1,400,000

3,496,860,000 3,484,330,700 0 3,176,124,731 178,900,000 21,150,000 108,155,969

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

合 計

２．総務費 １．総務管理費

４．衛生費 ３．上水道費

８．土木費

２．道路橋りょう費

６．農林水産業費 １．農業費

１０．教育費

令和７年度白石町一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款 項 事　業　名 金　額
翌　年　度
繰　越　額

左　の　財　源　内　訳



報告第５号  

 

令和７年度白石町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき、令和７年度白石町下水道事業

会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告します。 

 

令和８年６月８日提出 

 

 

白石町長 田 島 健 一 

 



地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位：円）

企業債 国庫補助金 その他

令和８年６月８日提出

白石町長 田　島　健　一

0 0

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施設計書
策定業務に係る国庫補
助金申請の遅延、及び
浄化センター放流渠改
修工事の工期について
関係機関との調整に時
間がかかったため。

説明

3 資本的
支出

1 建設改
良費

特定環境保全
公共下水道事業 45,500,000 13,480,000 32,020,000 0 5,500,000 26,520,000

令和７年度白石町下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額に係
る繰越を要するた
な卸資産の購入限
度額



報告第６号  

 

債権の放棄について 

 

 白石町債権の管理に関する条例（平成２３年白石町条例第１６号）第１７条第

１項の規定により、町の債権について下記のとおり放棄したので同条第２項の規

定により、これを報告します。 

 

令和８年６月８日提出 

 

 

白石町長 田 島 健 一 

 

記 

 

債権の名称 
対象額等 

放棄事由（根拠条文） 
件数 金額 

農業集落排水  

処理施設使用料 
１件 ９，０２０円 

消滅時効に係る時効

期間満了（第 1 号） 
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